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はじめに
これまでに筆者は、個人研究として地主作徳米商品化過程の研究を進め、また当共同研究で集散地

遺跡論の議論に参加する中で、流通史研究にとって「蔵ネットワ ーク」という視点が有効なのではな
いか、という着想を得るに至った。それは以下のようなものである。
［史料1】 (1) 

新潟見当直段
村上御米 三拾俵五六分

是ハ郷蔵二五月中迄差置可申分
会津御米 拾壱俵五六分

是ハ御上様より御払無之商人同士商内、四月より利足付五月六月渡し
四四入
一潟向鳥ヶ穴蔵作徳米 千俵 着三拾弐俵

此分買付候へは十日位も蔵元二て預り置候へ共、其余ハ預り不申、横丁蔵へ引取候節ハ在方小
遣・小揚・水揚賃相懸り申候

四四入
カ財ii作徳米 千俵

着醸三拾三俵弐分
右同断

小口物或ハ場所不宜作徳米類 着直段三拾三俵四五分
右同断

横丁蔵二有之分
古作徳米 千六百俵

有升三斗九升より四斗之見込勿iJなし
直段三拾六俵四分

右之通見込見当井当時売買相庭申上候
三月廿四日 下石
これは新潟町の廻船問屋から北前船主に向けた相場報知である。 新潟町で領主蔵米と地主作徳米が

同時に売られているが、3月段階で郷蔵や「蔵元」に現米が存在したまま取引がおこなわれ相場が立
っていることが重要である。この函堵で問屋の「横丁蔵」 （後述）にあるのは古米であり、昨秋産米

は取引成立後横T蔵に送られてくることになる。こうした取引の場合、蔵の所在地が米のブランド表
示としての役割を果たしていたことも、 「潟向鳥ヶ穴蔵作徳米」等の記載から導き出すことが出来る。

【史料2】 (2) 

売預申米之事
作徳米四百拾六俵也但竹ヶ華・岡屋敷両所二而四斗三升入二重皮船場出し

直段金拾両二付四拾壱俵六分替
此代金百両也

右之通売極、代金不残只今悔受取、米預置申処実正二御座候、来ル未ノニ ・ 三両月中米請取二御向被
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成次第、悪米 ・ 鼠切 ・ 軽俵差替相渡可申候、勿論如何様之変事有之候共貴殿江聯迷惑不相掛、無遅滞

急度相渡可申候、為後日米売預証文勿如件

文政五午年十月四日 米売預主金屋村

甚蔵（印）

請人笹岡町

新潟買主 弥七（印）

高橋次郎）遺足

これは金屋村（現阿賀野市金屋）五十嵐家の作徳米売却に伴う証文であるが、この 10 月時点で売ら

れた作徳米は竹ヶ花村・岡屋敷村（現新発田市竹ヶ花・岡屋敷）にあった地主の蔵に置かれ、翌年春

に引き取られて新潟町に向かう。こうした「売預」契約はこの地域の地主に一般的なものであった。

こうして米穀流通を例にしてみると、そこには領主の郷蔵・地主の蔵・廻船問屋の蔵等々が連携し

て全体で成立する流通の構造を見て取ることが出来る。そして年貢米・作徳米の収納と廻船の来航と

の間のタイムラグを、これらの蔵を連携させて経由することによって埋めているのである。このよう

に蔵を個々ばらばらにではなく相互に連携したものとしてとらえる視点が、「蔵ネットワーク」の視

点である。この視点は、蔵という具体的な流通の場に即すとともに、物資の保管という蔵の持つ本源

的な性格に基づいた「時間」の要素も加えて、いわば具体的な流通の構造を空間的・時間的に明らか

にすることに繋がっていくものと考えられる。

こうした「蔵ネットワー ク」の検討には、従来知られているものも含めてある地域における蔵を全

体的・総合的にとりあげて再検討することが求められる。本報告は、この視点に基づく研究に向けた

基礎的作業の中間報告であり、そうした再検討から、どのような論点がみえてくるかを確認すること

を目的としている。対象とする地域は主として新潟町とその後背地である。なお今回は準備の都合か

ら米穀流通とのかかわりにやや偏していることをお断りしておきたい。

1. 新潟町の蔵

(1)新潟町における各種の蔵とその立地

元和2年 (1617) 堀直寄が新潟町に下した掟には、 「本町井かた町まての内に有之蔵座敷等をこほ

ち、新町へ引越申間敷事」という条項があり (3) 、すでにこの時期町並みの中に蔵が存在したことが

判明する。また寛永20年 (1643) 年と推定されている「村上御上米」の買い請け証文によると、この

時佐渡の船持ち商人に売却された村上領の年貢米のうち100俵は「白山嶋三郎兵衛殿蔵」に、餅米30

俵は「せきや多衛門殿蔵」に収納されていた (4) 。このうち白山島に蔵を所持していた三郎兵衛は、

この証文の宛所でもある新潟町人の田巻三郎兵衛であるとみられる。 このように明暦元年 (1655) に

移転する以前の古新潟では、町のなかに蔵が存在する一方で、領主の年貢米などを収納する蔵は白山

島や隣村関屋村などの周辺地域にも展開していた。

こうした状況は明暦移転以後のあり方の前提となった。長岡藩による延宝 5年 (1677) の新潟町宛

法度には、火災の際の「関屋御蔵井白山町蔵」への駆けつけ人足の規程があり、この頃までに関屋の

蔵は「御蔵」と呼ばれる長岡藩の施設と位僅づけられるようになったこと、一方白山島の蔵は新潟町

が移転してきた後も白山社周辺に存続し「町蔵」と称されたこと、が判明する (5) 。この両者の詳細

については、元禄 10 年 (1697) の新潟町の概要を記した史料に以下のような記載がみられる。

（史料3】 (6) 

（前略）
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長岡御米蔵 拾六軒
但三間梁長サ 拾七間、外三尺之下家

やらい南北百拾九間、東西舟六間、木戸六ツ
与板御米蔵 四軒

但三間梁長サ拾八間、外三尺之下家
やらい南北百拾九間、東西舟六間、木戸弐ツ

三根山御米蔵 三軒
但三間梁長サ 拾六間、外三尺之下家

やらい南北百拾九間、東西舟六間、木戸壱ツ
（中略）

凹直微五 拾壱軒
但蔵之長サ 拾八間宛、横幅四間半宛
外二皿廠弐拾軒

（後略）
ここではそれぞれの所在地が記されていないが、延宝期の「関屋御蔵井白山町蔵」と合わせて考え

れば、長岡藩とその分領 （ 7) の「 御米蔵」は関屋村に、 「町蔵」は白山社の周辺に存在したとみてよ
いだろう。「御米蔵」が計23棟、「町蔵」は 51棟もあり、それぞれは 16~18間の長さがある長大な
ものであった。これは、町屋敷の内部に店とともに設けられる蔵とは性格が異なるものであることを
も示している。

幕末期の町会所の日 記に写し込まれた宝永7年(171 0)の記録では、「関屋村蔵」1 4、 「白山蔵」
53、 「島蔵」14 という数がみられる (8) 。藩の御蔵が数を減じている一方で、白山蔵が増え、さらに
あらたに「島蔵」が加わっている。 これば後世の史料の次のような記載とあわせて理解することが出
来る。

【史料4】 (9) 

一蔵番人
是者白山前船入川両岸二有之候蔵々、昼夜共見廻り番方仕候者共二御座候、蔵者何れも町方之者所持

伊 日 、右島蔵・浜蔵共古来よ
り本番壱人、力暉料り、宛差置申候、何れも神明町帳入之者二御座侯得共、島蔵本番人者右島先大川端
二居宅仕、浜蔵本番人者右蔵端往来脇二居宅仕候、加番人何れも神明町居懸二罷在も本番人二差添相
勤申候、右蔵々者御城米始諸家様井領主津出し米等時々出入有之候二付、番人共者不断一刀を為帯、
都而町小役之者同様取扱、且領主江申達し双方共本番人居宅前二三ツ道具相建、警固為致置申候、本
番人居宅諸普請始給分井加番人給分共町会所二而取調、蔵所持之者より取集候仕来二御座候

白山社の前の船入川（白山堀）を境にして、白山社境内の側を「島蔵」、対岸の新潟町と地続きに
なっている方を「浜蔵」と呼んだという。このうち「島蔵」は共通しているので、宝永期の記録にお
ける「白山蔵」は後世の「浜蔵」に相当するとみて良いだろう。 そして 【史料4】 と対比すると、元
禄期の「町蔵」51棟が宝永期までに2棟増えて「白山蔵」53 棟となり、 さらにあらたに「島蔵」1 2
棟がこの間に建設されたとみることが出来る。このことは、延宝8 年(1680)の「沼垂新潟立会絵図」

(1 O) で、 「新醐叩蔵」は白山社の対岸のみに描かれていることからも、裏付けることが出来よう。
しかし一方で天和2 年(1682)に寄居村の田地 1113歩が「町蔵地」として新潟町に渡されたとの記

録があり、これは貞享元年(1684)に拡張されて後の浜蔵の基礎となったとされる (11) 。さらに年未
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詳であるが、島蔵の位置に「町蔵」が描かれている一方で、後の浜蔵の位置には如来寺が描かれてい
る絵圏も現存している (12) 。これらからは、まず島蔵のみが存在し、如来寺の移転後天和から貞享に
かけて浜蔵が新規に建設されたともみることが出来、先の史料から導き出した経緯とは麒齢を来すの
である。

こうした諸史料をいかに整合的に理解するかは今後の課題となろう。 いずれにせよ明暦移転以後一

貫して「町蔵」 や「白山蔵」と表現されることも多いこの蔵であるが、17世紀末頃のある時期以後は
白山堀を挟んだふたつのまとまりで立地していたのである。 なおこのうちの浜蔵は 、後述する関屋御
蔵移転時の史料で「新潟横町浜蔵」と表現される他、これを「横町蔵」と記した絵医も存在すること
から (13) 、横町蔵とも称されたことが判明する。 史料1の「横丁蔵」とはこの浜蔵のことであった。

こうして新潟町とその周辺には性格の異なるいくつかの種類の蔵が成立した。 しかしこれらの蔵は
それぞれ独立していたのではない。先にみた宝永期の記録には、 「陸持賃大俵・小俵共二町蔵よりハ
壱俵二付八文、関屋蔵よりハ拾文、町之内ハ隣より隣二而もまたハ程遠く候ても壱俵二付七文」との
記載がある。 これは町蔵（白山蔵） や関屋御蔵から新潟町に向けて俵を運搬する際の運賃の取りきめ
である。 また年不詳の史料であるが、 「白山町蔵より関屋御蔵迄御米積登セ」の際のひらた船の賃銭
を取り決めたものがある (14) 。これは「御買返シ」すなわち一旦藩から払い下げられた米を藩が再ぴ
買い戻すにあたっての移動である。 このようにこれらの蔵の内容物は、個々の売買に伴って相互の間
を移動しうるものであった。

また正徳6年(1716)、新潟町の町人田巻定右衛門が米沢藩の米宿任命を願った願書には、「拙者
義町蔵、三間ばり長サ弐拾間ノ蔵、 前蔵共二白山二五ツ 所持仕候、其外内蔵弐ツ 所持仕候、労御用向
無滞相勤可申候」との記載がある (12) 。白山に所持している蔵と区別される「内蔵」とは、町屋敷内
に所持する蔵であるとみてよい。先にみたように、白山蔵は関屋御蔵と類似した規模の蔵であったが、
これを所持していたのは町人であり、 「町蔵」と呼ばれたのもその故からであろうと思われる。 そう
して個々の有力町人はこうした白山の町蔵と屋敷内の内蔵とを同時に所持し、使い分けていたと思わ
れるのである。

(2)蔵の諸機能と蔵に関わる人びと
新潟町の上知にあたって長岡藩領時代の仕来りを書き上げた史料に、以下のような記載がある。

【史料5】 (15) 

一 例年十月より諸大名収納米·百姓作徳米共最寄新潟江川下ヶいたし、白山蔵江入置、十一 月二至
り諸国船方翌春壱番船荷当テ買米二参り候頃、入札払二相成り候
白山蔵には年貢米も地主作徳米もともに収納されること、1 0月頃に川下げが開始されて蔵に入り、

11月に入札払いされるが、これは「翌春壱番船荷当テ」であって、廻船が運航を休止する冬期の間は
蔵入れされたままであることなどが判明する。一方で同時期の別史料には、「白山前船入 堀者狸城丞
始諸家様共早春より当所蔵々江御川下米被遊候故、雪不足之年者正月中より取懸り、 御差支二不相成
様浚方仕候」 (16) とあり、冬期に郷蔵等に収納されていた年貢米が春になって川下げされてくること
もあった。このように）1|下げは条件に応じて様々な時期に行われたが、これを支えたのは蔵の連携で
あったことにも注目しておきたい。

享保7年(17 2 2)の湊定法における「蔵鋪」規程からは、当時どのようなものがどのような経緯で
蔵入りしたかが判明する。

【史料6】 (1 7) 

蔵鋪
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一 俵物致蔵入侯ハヽ百俵二付壱俵宛蔵鋪取可申候、但年を越候ハヽ、縦一 日たりとも百俵二付弐俵
宛之事

ー在々より下り候俵物、旅人其節不相払致蔵入候ハヽ、百俵二付壱俵宛、年を越候ハヽ百俵二付弐
俵宛之事

ー旅人他所にて買候俵物当所江積下し、旅人依勝手致蔵入候ハヽ、百俵二付壱俵宛、年を越候ハヽ
百俵二付弐俵宛之事

一茶 ・ 水油・たはこ ・ 金引・白苧、其外固荷致蔵入候ハヽ、壱固二付銀三分宛取可申候、縦他所よ
り積来候固俯積移二仕候共、銀三分宛取可申候、但当所にて買候を直二船積仕候分ハ蔵敷取申間敷
候、当所買にても蔵又ハ他門江入 候ハヽ、右之蔵敷取可申事

ー運賃米致蔵入候ハヽ、百俵二付壱俵宛取可申候、直二船江積申候ハヽ取申間敷事
一 廻船積来候西塩・能登塩致蔵入候ハヽ、百俵二付壱俵宛取可申候、縦一 日にても年を越候ハヽ、

右壱俵之外又壱俵宛年々取可申事
ー鉄類壱束二付銀三分宛取可申候、年を越候ハヽ年々銀三分宛増候而取可申候、鍬固も同前之事
一畳拾畳二付銀七分宛取可申候、御座上ハ弐束結、中・下ハ三束結壱固二付銀壱分五厘宛、縁取ハ

拾枚入壱固二付銀壱分五厘宛、年を越申候ハヽ年々増候而取可申事
一 囲船之積俵物致蔵入候ハヽ、百俵二付弐俵宛取可申候、井船道具蔵敷として船頭•水主共二拾人

乗二付銀弐拾目宛取可申事
ー他所より積荷にて参候塩、蔵揚之分者勿論、縦積移にて他所江遣し候とも、百俵二付壱俵宛取可

申事
一 松前物致蔵入候而当所にて不相払、旅人依勝手他所江積参候ハヽ、百束二付弐束宛取可申候、年

を越候ハヽ又壱束増候而取可申事
洲崎干鰯、蔵敷壱俵二付銀六厘宛取可申事

一繰綿拾弐貫目入銀四分宛、六貫目入銀弐分宛之事
一 春夏秋旅人買置候蔵物・町俵物共二、其宿々蔵江請取候ハヽ、縦一 日にても百俵二付壱俵宛取可

申事
ー這・古手・紙壱固二付三分宛口銭之外二取可申事

冒頭の「俵物」を初めとして実に多様なものが蔵に入っていることが判明する。このうち「洲崎干
鰯」は新潟町の産物であるが、他はすべて他所からもたらされ新潟町で売買ないし積み替えがなされ
る品である。これらは「在々より下り候俵物、旅人其節不相払致蔵入候」との記載から伺えるように、
必ずしも新混町の商人が買い取ったものばかりではなく、旅人（他所の商人） が荷主として所有権を
保持したまま新混町の蔵に預けられる場合も多い。松前物の積み替えの例にみられるように、これら
は新潟町が当時既に広範な地域を繋ぐ中継の拠点として機能していたことを示しており、多様な関係
の束の中に蔵が存在していたことを見て取ることが出来よう。なお、塩や鉄類などで「年々」の増し
蔵敷に言及されていることからは、これらの蔵に相当の長期間預けられる場合も想定されていること
をうかがうことが出来る。また、固荷について「蔵又ハ他門」との記載があることからは、蔵の類似
施設としての他門との関係とその機能の異同が、解明すべき論点のひとつとして浮かび上がる。

こうした蔵敷は当然蔵を所持する町人の収入となるが、この他にも蔵に関わる多様な人びとが新混
町には存在した。まずその第一 にあげられるのが小揚である。かれらは荷の蔵への出し入れを初め、
船への積み卸し、町内の運搬など荷扱い全般を行う存在であり、年貢米を扱うことから諸種の特権も
持っていたが、彼らが扱う物は年貢米に限らず、新潟町に出入りするあらゆる物資に及んだ。享保4
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年 (1719 )にこ うし た小揚の諸賃銭を公定した 史料には 次のよ うな記載がある。
【 史料7 】 ( 1 8)  

（疇）
白 山蔵前二而上下江米 ・ 大豆・穀物陸持致候節者 、壱俵二付八文ツ ヽ之事

但島蔵 之内も右同前之事
俵物穀類 白 山蔵江町中よ り大 川前） 1 1 ロ ニ而船二積 候迄之陸 持賃八文ツ ヽ之事

但浜蔵 • 島蔵往来陸持賃同 断 之事
（中略）

ー粉こんにゃ く井く し がき・かち栗 ・ かや のミ ・ きんなん ・ し らし め油 ・ かな ひき
但此分町井横町蔵腸共二 、壱固 二 付四文 ツ 事ヽ

（後略）
一条目は浜蔵あるいは島蔵の敷地内 で、ひとつの蔵から別 の蔵へ荷を移 す際の「陸持」 賃銭 の規程

とみられる、二条目の内容が何を示 してい るのか分かりづ らいが (1 9) 、但 し書きは浜蔵 • 島蔵間での
移動に際しての 賃銭である。 また三条目は、穀物類のみな らずこうした乾物類など も 「横町蔵」＝ 白
山蔵に入れられることを示 している。 先にみた史料6の蔵敷規程では、これらの物資を入れる蔵がど
こ の蔵であるかが不分明であっ たが、直接荷を扱 う小揚げに関 わる史料からは、こうした具体的な荷
の動きを復元 することが可能にな る。 なお省略 した条項 からは史料6と同様 の多様な荷が扱われてい
ることも判明する。

そび也 白 山堀 両岸 の浜蔵 • 島蔵に はそれぞれ本番人1 人 ・ 加番人1人の計4人の蔵番人が居た こ と
が、先にあげ た史料4の記載から判 明する。 これらの番 人の給分 は蔵 を所持する町人から集められ町
会所を介 し て支給された。

日 常的に白山蔵はこれら蔵番人と小揚たちの世界であっ たと考えられる。 天保 期の新潟の年中行事
の書き上げに 、正月 11 日 に「蔵開 と唱 、町方二而横町蔵所持仕候 者、 銘々持蔵江神酒を備へ、下り酒
を給合候仕来二御座候」との記載があるが (2 0) 、手代 等は別とし て、白山蔵を所持 し ているよ うな上
層町人の当主が足を運ぶのはこのよ うな儀礼 の際に限られたのではな いか。

さらに新潟町での米穀 等の売 買に課された仲 （すあい） 金の徴 収に関 わっ て、次のよ うな記載が存
在する。

【史料 8 】 (2 1) 

（前略）
一 廻船宿穀物ハ、蔵入之節両仲取立 候事

但廻船宿ハ蔵入積出 し 之節直二 取立候二付 、両仲 と唱 申候事
（中略）

ー 在宿中買其外とも蔵入米致し候節 ハ仲金取立不申 、売買相立候節双方よ り仲取立侯付、売立仲と
唱申候、尤蔵入之節仲取立不申候二 付、毎年十一 月中売残之分残穀調致 し 、右残穀 之分片仲取立候
事

（中略）
蔵 揚之品切手之事

ー当所廻船宿其外商人共、白 山堀囲蔵江積入候節ハ、右改番所よ り切手江見届ノ印致 し 、留 り 御番
所へ留置候事

（後略）
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こ こ では仲金の取立の タ イ ミ ングが、 売買 当事者が廻船宿 （株仲間解散期におけ る 廻船問屋の呼称）
か在宿や仲買かに よ っ て異なっ てお り 、 特に前者においてはその タイ ミ ングが蔵入れの タ イ ミ ング と
連動 して いた こ と が示 されている。 こ う した蔵入 と 仲金徴収 と の連動のため、 白 山蔵への物資移送は
仲番所に よ っ て掌握 される べき も のであった。 蔵は仲役所役人 と も こ の よ う に して関わっ ていたので
あ り ま た業態に よ る売買 と 蔵 と の関わ り 方の距荏と い う 点でもひ と つの論点を提供する事例である。

( 3 ) 土蔵と 板蔵
天保期の 「抜け荷」 事件に関わって作成された探索書の 中に、 次の よ う な一節が あ る。

【史料 9 】 (2 2) 

（前略） 多門町 と 申者信濃川 よ り 新潟町江堀割侯川、 御菜堀 と 唱へ候を前二いた し、 毎物便利宜敷、
諸荷物問屋共此処二住居致 し、 川並士蔵相続キ、 御府内二而者小網町河岸同様二相見江、 其内高橋屋
健蔵｛主居者間 口拾間余、 奥行壱町程も有之、 河岸通 り に間 口五間長拾五間程之土蔵五棟有之、 （後略）

多門町 （他門町） は大川前通の別名 であ り 、 御菜堀の記載から その下流部 と み られるが、 こ の地域
には土蔵が建ち並んでいた と いい、 特に高橋屋健蔵が こ の地域に建てていた 5 棟の土蔵は間 口 5 間に
長 さ 15 間程 と 、 18 世紀段階の 白 山蔵に匹敵する規模であっ た。 しか しなが ら一方で白 山蔵は、 明治
初年に写 された写真をみて も茅葺き ない し板葺き の板蔵が主体であっ た よ う に思われる (23) 。

明治 21 年 (1888) に早川清作が著 した 「星霜雑記」 には、 祖父の記録に 「明和七寅年 (1770) 四月
廿九 日 夜、 大川前通下一之町小島屋権兵衛 ［碇屋小路よ り 上江弐軒 目 ］ 板蔵 よ り 出火」 した 旨が記 さ
れている と あ り (2 4) 、 18 世紀後期には大川前通に も 土蔵ばか り が並んでいたわけではない こ と が伺
える。 一方でほぼ同時期にあたる 明和 5 年 (1768) のいわゆる新混明和騒動の記録には、 騒動勢が 「町
検断長野六郎右衛門 ・ 池文右衛門弐軒、 家財土蔵不残打破」 、 「検断長野六郎右衛門土蔵二、 諸道具
之外長持弐拾七悼、 其内弐悼ニハ羅紗之覆懸有之、 不残微塵二致候」 と の記載があ る ( 2 5 ) 。 家財 と 並
べて記載 されている 士蔵はおそ ら く 町屋敷に建て られていた も のであ ろ う 。 諸道具や長持を入れた士
蔵が こ の時期にも町中には存在 したのであ る。

こ の よ う な打ち壊 しの記録では次の よ う な史料も注 目 される。
【史料 1 0 】 (2 6) 

〇 当十月 廿九 日 新潟二て打壊名前
（中略）

七番 同町 （十七軒町）
一 家財土藍書物 高橋治郎八

道具 質証文帳面 若衆五六人怪我
八番 同町

右同断道具不残 高橋次郎左衛門
古米六万七千俵
新米七万八千俵 是ハ不残前之川江打込

九番 同町
右同断 阿部弥兵衛

朱廿五櫃町中へ蒔散ス
親類三軒不残打壊ス

十番 同町
一 右同断 同出店ニヶ所
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十一番
一 醤油店 油店

錫店上蔵不残
（中略）
十四番
ー小道具 諸道具

土家財不残
十五番

神明町
油屋忠左衛門

本ニノ 町
小塩屋忠吉

本三ノ町
ケ ンダ ン

ー諸道具家蘊不残 町 見談 高 田興十郎

十六番 本三ノ 町
ー 蘇財道具不残 三条 や市十郎
十 本三ノ 町
一 右同 断 同出店
十八番
一 右同 断 三国 屋
十九番
一 右同断 七 九屋
（後略）

これは文政 13 年(183 0)の打ち壊 しに 際しての記録から蔵を壊された 者を抄出 したものであるが、
大川前通の十 七 軒町、 古町通の神明町、 本町通のニノ 町には土蔵が存在 した ことが判明する。これら
の士蔵には道具と共に商品とみられる 米や朱 も収納されていた 。 なお このとき膨大 な米を 川に投げ込
まれた高橋次郎左衛門は、 史料9 の高橋屋健蔵と同家と思われる。

こうして板蔵が卓越した 白山蔵地域の一 方で、 町中の町屋敷には土蔵が目立つように なっていっ た
と思われる。 ただ し 白山蔵地域にも土蔵は存在した。安政4年(185 6)に凶 作時の窮民救助 の備えと
して囲籾 を行 う 蔵が白山堀 際に 建てられたが、 この蔵は「長弐拾間横五間、 五 戸前 壱棟之囲 蔵三棟、
長弐拾三間横五間、 三戸前之囲 蔵壱棟、 合四棟、 四方漆喰途瓦屋根二仕立、 執も保方専務二皆出来い
たし 候」もので あっ た (2 7) 。この蔵が土 蔵として造られたのは、 「保方専務」という 語に表現され て
いるように、 長期保存を目的とし た囲籾 蔵の性格によるものと判断できる。これは逆にみれば、 基本
的に中短 期の保管を 主眼とした一般の白山蔵は板蔵で充 分というこ とでもある。 さ らにこれを町中の
町屋敷の蔵に及ぽし てみると、 短期的に出入 りする商品 のみならず、 長く保管 する道具類をも入れる
蔵は士蔵であるこ と が志向されたとみることも出来る。 また、 町中に住居と隣接して存在 する 蔵と、
町はずれに集中して立地 する蔵とでは、 火災 リ ス ク もまた異なるであろ う。 さらに この囲籾蔵の建設
費は、 嘉永 の凶作に際 して窮民救助 の原資とするため一 時的に米の売買に課した「増掛 」銭の残金を、
白山蔵の穀物を担保として6年間運用 してようやく得た ものであったが、 このように土蔵の建設費用
が嵩むこともまた、 保管期 間や火災 リ ス ク との勘案で士蔵と板蔵とがそれぞれ選択される要因 となっ
たであろ う。

こうし て幕末 期の新潟町には、 大川前通など町中に並ぶ土蔵と、 白山堀 両岸の板 蔵と いう 特徴有る
景観が広 がっ ていたと考え られるのである (2 8) 。
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2 関屋蔵所
先に触れた よ う に、 新潟町の隣村関屋村には、 新潟での米穀売買や積み替えに関わる蔵が遅 く と も

寛永期以降立地 していた。 寛永期の蔵は新潟町人ない し関屋村百姓の所持で村上藩の年貢米が収納さ
れていた。 先にみた年不詳の絵図に も 関屋村付近に 「村上蔵屋敷」 がみえ る。 一方で延宝 5 年 (1677)
の新潟町宛法度にみ られる 「関屋御蔵」 は長岡藩が示 した法度である以上長岡藩の蔵である こ と は確
実であ り 、 元禄期の史料でも長岡藩 と その分領の蔵だけが記されていた。 こ う した 17 世紀におけ る変
遷の詳細は、 さ ら に検討を加える必要がある だろ う 。

延享 4 年 (1747) の も の と推定されている 関屋村百姓の書き上げに、 「御蔵儀、 宝永七寅の秋、 新
屋敷ヽ碓l引被遊、 御蔵七つ立申候、 夫よ り 年々 相立、 只今拾四御座候」 と の記載があ る ( 2 9) 。 関屋村
の御蔵は宝永 7 年 (1710) に村内で移転 していた。 年未詳の関屋村絵図で、 川の中 に 「古御蔵屋敷」
の文字がみ られる こ と か ら ( 3 0) 、 こ の移転は信濃川 に よ る川欠けを契機 と した も の と みる こ と が出来
る。

天明 6 年 (1786) 、 後述する 関屋御蔵の新混移転に伴っ て書き 上げ られた と 思われる史料に、 次の
よ う な も のがある。
【史料 1 1 】 (3 1)  

御蔵御米取扱之事
大坂御廻米壱俵二付五文宛二而、 当所二而相勤申候
御大豆壱俵二付六文ツ ヽ ニ而、 当所二而相勤申候
御払米壱俵二付六文ツ ヽ ニ而、 当所二而相勤申候
御下シ米水揚かせへ人足、 当所二而相勤申候
御下シ米御蔵入かせへ人足、 当所二而相勤申候
御払米新禍町人買候て横丁蔵へ取候節者、 小揚方取扱壱俵二付拾弐文ツ ヽ
御払米新潟町人買候て 当所御蔵借 り 請、 蔵返いた し候節ハ小揚方二而取扱、 右御米旅人舟積之節

ハ当所二而取扱申候
右之通関屋村二而取扱来申候、 尤右訳合も有之候ハ ヽ 可申上旨被仰聞侯得共、 別段訳 と 申 も無御座、
御蔵所当村二御建被遊候故、 則当村二而取扱来候義二御座候、 以上

天明六年午七月 十 日

大井弥五右衛門殿
高見定左衛門殿

関屋村庄屋

同断
岩太郎 （印）

羽右衛門 （印）

年貢米の川下げ、 払い米、 廻米のそれぞれのタ イ ミ ングでの蔵出 し入れ等が基本的に関屋村の人足
に よ っ て勤め られて いた こ と 、 川下げの際の水揚げ ・ 蔵入れは無賃勤めであ る のに対 し、 廻米や払い
米の際の蔵出 し等は賃銭を得ていた と み られるこ と 、 新混町の町人が払い米を買い受けて横丁蔵 （白
山蔵） に移動する際や、 新潟町人が買い受けた米を再び関屋蔵に運び入れる 際な どの移動には、 新潟
町の小揚が携わる こ と 、 な どが判明する。 と く に最後の点は、 払い米を契機 と して生 じ る 白 山蔵 と 関
屋蔵の相互の関係の あ り 方を示すも の と して注 目 されよ う 。

こ の関屋蔵所は、 18 世紀後期にな る と 次第に砂に埋ま り がち にな り 、 年々 の砂防や舟入堀浚いの入
用が長岡藩領村々 の大き な負担 と な っ ていっ たた め、 村々 か ら移転の出願がな された (3 2) 。 これ を う
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け て藩は当初信濃川 のいくつかの島を対象に検分を行っ たが、 適地を見いだ すこ とが出来なかっ た 。
こ れに対 し新潟町の津軽屋（高橋） 次郎左衛門 が、 天明5年(1785 )1 0月、 「新潟横町浜蔵裏通二有
之候蔵々買取、 右之場所へ蔵相建指出 申度候」との出願を行った 。「裏通」 としたのは白山堀 に沿っ
た表通りでは買収 の金額が高 く付くからとの理由 であっ た。また 買い 取っ た蔵を利用 するのではなく
それらの蔵は潰してあらたに土蔵を建てる計画で あっ た。 それまでの関屋御蔵は萱屋根であっ たが、
土蔵土屋根とする理由 は 「火之元諸用心」のた めに加えて「更米軽 俵 等」 が 減り 「御郡中御益筋二相
成」 とい うものであった 。 そしてこの買収 ・ 建築 と 以後の修復 等の一切を次郎左衛門が 引 き受 けるか
わりに 、 年々金 12 0両を下されたい、 とい うものであっ た 。

この出願に対し、 そ れまで関屋御蔵の管理に携 わっ てき た 領内七組割元衆 と の間で、 実際に建設 す
る土蔵の規模や年々の出金額をめぐっ て何度 もの掛合が繰り返された 。結局 5間四方を1戸前として
5 棟 15 戸前分の土蔵を建設 することとし、 年々 の金額も含めて最終的 に証文が取り交 わされた のは、
天明8 年 12 月のこ とであっ た 。この証文に よれば、 長岡領内七組村々 の負担 で次郎左衛門 に渡される
金高 は年々 100 両とし、 このほか一度限りの普請与 内として金2 00両と関屋御 蔵ー式 澤：の廃材か） 、
さらに藩から2 0両の 下 し金、 郡中七組から 1 00両無利子 1 0年賦の貸し金も渡されるこ と、 蔵番 人は
郡中村々から付けるこ ととし、 蔵番給 も郡中で負担 するこ と、 牧野家の紋が 入っ た 小旗・桃燈などが
渡されるこ と、 次郎左衛門 はこ の蔵を他に譲った り借用金の担保に したりしてはならないこと、 など
が取り決 められた 。

こうして関屋御蔵 は白 山浜蔵の地に移転し、 この後は 「新混 御蔵」 等と称されるよう になる。 ただ
し土蔵作りというその構造から みて も、 郡中村々 に蔵番が雇用されるという点からみても、 他 の「町
蔵 とは異質な空間 であっ た。

3 各地の蔵所
ここ まで新潟町とそ の隣接地域の蔵をみてき た が、 これに対 し内陸部村々 にも年貢収納に関 わる蔵

が存在した 。長岡藩領巻・曽根両組の割元 等の勤 め方を示した史料に、 次のような記載がみられる。
［史料1 2 】 (3 3) 

（前略）
ー 登鯉蔵ハ粟津・吉田 ・ 佐 渡山・漆山・巻 五ヶ組、 苦根御蔵ハゆり上 ・ 曽根 · 中野小屋、 坂井四ヶ

組、 壱組割元 壱人充代々組支配仕、 支配村々用向其組割元限二而取計、 外組用二外割元相拘り不 申
候、 惣郷へ掛り候用 向初メ 、 不時之義二而内談 ハ格別之儀と奉存候、 随分入念取計村々庄屋役人可
成丈割元迄二而御蔵元江不罷出、 御苦労二罷成不申様仕候

一 新潟御蔵所一巻之憐、 外組 々打合取扱仕候事
ヽ六 五

―
二＇ ー ニ＇ 三 ツ ヽ 被仰付、 割

元 ・ 御蔵掛立会入念二吟味上相納 申候
（中略）

蔵掛取扱 之事
此段前条 申上侯通、 両組御蔵掛両三人充被仰 付置、 割元江差添御収納米大豆井俵持 等迄入念吟味
仕候上相納、 新潟 御蔵所江積下し申候、 其上御蔵破損修復 等之儀も 御蔵掛無油断見計、 右入用 之
儀御瞬且村 相々寄高割二仕候事

長岡藩領の広域行政組織は、 代官が管轄 する巻組 · 曽根組な ど の大き な括りの組と、 そ の下で割元
が管轄 する小さな括りの組との二重構造に なっ てい たが、 「巻御蔵」 「苦根 御蔵」 「巻 ハ六ヶ所、 曽
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根五ヶ所二御蔵有之」 の記載か ら伺え る よ う に、 いずれ も蔵の所在 と 密接に関係 していた。 こ こ で割
元管轄の組が巻組で 5 組、 曽機組で 4 組 と な り 蔵の数 と 異な る が、 これは割元居村にはすべて蔵があ
る ほか、 他の史料か ら判断する と 巻組では米納津村 （現燕市米納津） 、 曽根組では横戸村 （現新潟市
西蒲区横戸） に も蔵があっ た こ と に よ る も のである。 そ して これ ら の蔵に年貢米等を納め る村々 は 「御
蔵組」 と 呼ばれ、 割元 と 「御蔵掛」 庄屋が収納 ・ 川下げや蔵の維持管理を監督 した。

諸藩の郷蔵等

＊ 長岡領巻組 ・曽根組の蔵

● 村上頷の郷蔵所在地 （例）

配i．町裕佐饂一

代官管轄の組は長岡藩領全体で 7 組あ り 、 その全体が 「郡中」 と 呼ばれたが、 「新潟御蔵所一巻之
儀、 外組々 打合取扱仕候事」 と あ る よ う に、 先に触れた新潟御蔵の管理は郡中全体でお こな う こ と と
なっ ていた。 しか し一方で、 文久 2 年 (1862) に長岡藩領か ら上知 さ れた関屋村で長岡領時代の慣行
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を書き上げた 史料に よれば、 新潟蔵所の蔵番給 と なる米 6 0 俵は、 半分の 3 0 俵を巻組 ・ 曽根組が 15
俵ずつ分担 して 11 月 中に川 下げし、 のこり3 0俵を他の 5 組で割 り合っ て翌年3月 ・ 4月 に川 下げす
るこ とになっ ていた ( 3 4) 。 これは、新潟御蔵に収納される年貢米が主として巻 ・ 曽根両組のものであ
った こと を反映した ものとみることができよう 。

この関屋村の書き上げには次のような記載も あ る。
【 史料13】

一 年貢米金 取立方者、 正 米二而相納 候分ハ 十一月 頃坂井蔵所へ相納置、 年内より 翌春江掛り都合次
第新潟榛江差下し、 入札払二致 し 、］ 石代金二 申付 候分者十二月 中旬迄二直段 大図 りを以内金取立、
翌年六月 精勘定之上残金取立 申候

ー 運賃之儀、 年貢正米 納二相成候分 新潟湊まで積下、地下受 二而運賃米差出申候
一 欠米枡減弁米之儀、 右新潟蔵所江 積下シ置候米売払 之節欠米枡減等有之候得者、 翌年六月迄ハ地

下二 而弁 米いた し、 七 月 より者領主損失二い たし来候、此段御心得迄 二申 送り候
関屋村は坂井村（現新潟市西 区坂井） の組に所属 しており、この組では年貢米は 11 月 に坂井蔵所に

収納 し 、その後翌春にかけて新潟町へ川下げして入札払 いすることと なっていた 。また、払い米とな
るまでの新潟御蔵での収納期間によっ て、欠 米等の弁 納を村方がおこなう か領主がおこな う かの区別
が定められていた。こうしだ慣行は、 より上流の中野小屋村 （現新潟市西 区中野小屋） でも全く同様
であった (35) 。なお、 新混町に隣接 した関屋村から一度坂井村の蔵所に納入してからまた 新潟町に川
下げ するのは不合理 であるが、こうしたこと を 考慮してか、 最下流部 の閑屋村と青山村 ・ 平島村（現
新潟市西 区青山新町 ・ 同平島） では皆金納の定めであっ た。

こう して長 岡藩領では、 広域行政組織 と も結びつきなが ら各所に散らばる蔵所と新潟御蔵（おそら
＜ 天明以 前は関屋御蔵） とが連携しつつ、年貢 の収納 ・ 川下げから払い米に至る一連の過程が秩序 立
てられていた。一方で同 じ地域でも他領ではま た異なるあり方が存在 した 。例えば享保2年(1717 )
の村上藩領亀貝村（現新潟市西区亀貝 ） の明細帳には、以下のよ う な記載がある。
［史料 1 4】 (3 6) 

郷蔵 四つ
但、 黒鳥村・北場村郷蔵弐つ、 亀貝村 ・ 小新村二而郷蔵壱つ、 計 蔵壱つ、 津出川 ハ西川 と申 候、
則河端士 手内二郷蔵御座候 、亀貝村より新潟町へ弐里御座候
新混御蔵敷米之儀、千俵二付七 俵宛之積りを以、 代金二而上納仕来申候
河下ヶ津出之義、 八十八夜過 候而下シ初 申候
津出運賃之儀ハ壱俵二付四合宛被下置侯

村と蔵の数の解釈がやや困難だが、 隣接 する村々にそれぞれ郷蔵が存在 すること、「津出川 」とあわ
せての記載から、 この郷蔵は年貢 収納 がおこな われる場として位置づけられているこ と、などは明ら
かである。年代の違いも あり単純な比較は出来ない が、こう した濃密 な郷蔵 の分布 は先に みた長岡藩
領に はみられ なかっ た特徴であ る。このような特徴は、例えば隣接する木戸 新 田村と 北山 新 田村（現
新潟市西 区木山 ・ 同東山 ） に郷蔵が存在 する幕府領の例 からもう かがう ことができる (3 7) 。なお「郷
蔵 とい う 呼称 自 体長岡領では管見 の限りみられない。一方で村上領や幕府領では郷蔵呼称が幕末に
かけ て普通にみられる。こうした呼称と機能の違い も今 後深めていく論点となろう。

ま記 I I 下げを冬 期におこなわず、八十八夜過ぎとい う かなり遅い時期に なっ てはじ めるとい う 記載
も輿味深い 。幕末 期の史料 1 でも3月の時点 で村上領の年貢米は郷蔵に 存在し、さらに 5 月 までの保
管 が可能であった 。村々に濃密に展開 する村上領 の郷蔵はやや長期に年貢米を保管 し ておく能力を有
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していた可能性があ る (3 8) 0 

新発 田領か ら幕府領 と な っ た割野村 （現新潟市江南区割野） 組村々 では、 享保 16 年 (1731) に囲籾
を実施するにあた り 、 あ ら たに 「組元」 に 「置籾郷蔵」 を建て る か、 これま での郷蔵に籾 も蓄え る こ
と が可能か と 尋ねられた こ と に対 し、 これま での村々 の郷蔵で対応でき る しその方が便宜であ る と 返
答 した ( 3 9) 。 「村々 郷蔵二詰置」 と い う 表現か ら は、 先にみた村上領 と 同様の濃密な郷蔵の展開が予
想されよ う 。

一方で同 じ新発田領で も次の史料はま た異な っ たあ り 方を う かがわせる。
【史料 1 5 】 (4 0) 

奉差上御収納米 日 割御請書之事
五百五拾六俵三斗 外籾六俵 女池新田

鳥屋野村
藤巻新田

三百五拾壱俵 外籾四俵
三拾六俵
八拾七俵 外籾壱俵

一 八拾四俵 外籾壱俵
網） 1 |原新田

親松新田
ー 五拾俵弐斗 外籾弐斗 小針木新田

/千百六拾五俵
外三石五斗
内弐拾四俵

弐百八拾六俵
残而八百五拾五俵

右之内
百八拾俵

当川下ヶ 高
籾代米
御永続金御痢足米

買納
正納

十一月 三 日 船積
但女池新田洞前水門 口江宿船壱艘着船奉願候

百俵 十一月 五 日 船積
但女池新田潟前水門 口 江◇壱艘着船滓；願候

百五拾七俵 十一月 七 日 船積
但鳥屋野村潟前水門 口江宿船壱艘着船奉願候

百三拾七俵内 ［九拾六俵女池、 四拾壱俵小針木］ 十一月 八 日 船積
但女池新田潟前水門 口江大◇壱艘着船奉願候

百五拾五俵内 ［七十六俵親松新田 、 七十九俵網川原新田］ 十一月 九 日 船積
但鳥屋野村潟前水門 口江大◇壱艘着船奉願候

百弐拾六俵 十一月 十 日 船積
但鳥屋野村水門 口 江宿船壱艘着船奉願候

右之通御収納米川下ヶ 日 割之通積請、 着船次第前書之通俵数無間違急度積申御皆済可仕候、 以上
弘化四未十月 廿五 日

大庄屋所

女池新田年番
権兵衛

（他十二名略）

（◇＝舟十帯）
女池新田 （現新潟市中央区女池） 等 6 か村が組になっ ての川下げであるが、 これ ら の川下げは 「女
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池新 田潟前水門n 」と「鳥屋野村潟前水門口 」の二か所にひら た船等が着船して行われた。これら の
場所に 蔵が 存 在 した 可能性もあ るが、 少な くともこの史料から 蔵の存在 はみえてこない。仮に蔵が存
在しないとすれば、11 月 ま で年貢米はど のように保管されているかが問題となろう。

このように、各藩領に よって蔵の存在形態 も異な り 、そ れは当然な がら収納や川 下げのあ り 方とも
連動 していた。川下げ後 に新潟あるいは沼垂でどのような蔵に納めら れるかも関係 して来るであろ う。
時期の違いや同藩領でも地域の違いがあることにも着目しな がら 、こ うした差違とそ の条件を具体的
に明ら かに していくことは、 今後の大きな課題である。 な お、 本報告では触れら れなかったが、これ
らの川 下 げに関わった蒲原船道・沼垂船統なな ど の舟運組織との関係 もまた、重要な要素であること
は言うまでもな い。

4 . 地主の蔵
水原町 （現阿賀野市中央町等） の大地主市島家の文書中 に次のようなものがある。
【史料16】 (4 1) 

本店棚 卸二者左 之通、蔵々作徳米 ・ 大豆 ・ 大麦代野直銭、質地作徳代息 二相成様可致候
第一 番 加山 蔵
第二 番 天王蔵
第三番 内 蔵
第四番 大月 興野蔵
第五 番 高森蔵・
第六番 江端蔵
第七 番 里飯野新 田 蔵
第八番 福永蔵
第 九番 毛無蔵
第十番 黒瀬 ・ 法柳 蔵

米払 方心得
加山蔵者米性宜 、升入 も宜望人多 く候得共、是者蔵所用必至而宜候間、翌年迄一切払不 申、四月

より売払土用後迄千俵位残し置 、要害二可致候
天王蔵ハ正月より三月 まで二払、春 売場所二 可致候
内 蔵ハ冬中酒米二不残払 可申候
大月 興野蔵者春 売二可致候、年柄二寄相庭相計へ夏 売二 も可致候
高森蔵、冬中酒 米又者春売 二可致候
江端蔵右 同断
里飯野新 田蔵者春売二可致候年柄二寄相庭相計へ夏売二も可致候
福永 蔵、冬中酒米又者春売二可致候
毛無蔵者春中払可申候
黒瀬・法柳蔵者 冬売可致候、 小作人年々金 納二望申候

右之通売方相守可 申候、春夏 売米者若飢饉 之節安売施行等之備故、此末右春夏売場之米冬売二致間敷
候

但除地懸り場所売米者 、上川筋者冬 売宜、下川筋者夏 売宜候、横越嶋 • 福嶋潟 · 会津御米も冬売宜
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敷候、 年柄二寄福嶋潟者春売 も 可然候
大豆売方心得：
三ヶ ニ冬売宜候、 三ヶ 一春売宜候、 夏迄持候事決而不宜候
大麦売方心得
年々 取箇麦、 加 山蔵江遣 し囲置、 凶年之節安売又者施行二可致候、 高森者平駄船二積取、 黒瀬 。

法柳者小船二積取可申候、 商人望候共払申 間敷候

＊ 市島家の蔵

● 五十嵐家の蔵 （一部）

冥 白勢家の蔵 （一部）

地主の蔵所

「本店」 が管轄する ほぼ福島潟 と 阿賀野川 に挟まれた地域の作徳米等の販売について、 10 に 区分 さ
れた蔵ご と に分けて方針が立て られて い る こ と が判明する。 こ う した方針は、 「加 山蔵者米世釦 等
の記載にみられる よ う に、 蔵毎に収納 される米等の品質に差違があっ た こ と に基づいているが、 一方
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で輸送の条件等も加味 されている 可能性も あ る。 それぞれの方針が どの よ う な意味を持つかは こ の史
料か ら だけでは判明 しがたい部分がある が、 それでも米の冬売 り は主 と して酒造に 回 さ れる こ と 、 春
・ 夏売 り の時期ま で蔵に米穀を置いてお く こ と は凶作時の備え と い う 意味合い も持つこ と 、 等は読み

取る こ と ができ るであろ う 。 今後 こ う した販売の側面 も含めて、 地主経営を具体的 に分析 してい く こ
と が、 地主の蔵の性格を解明する 際に重要 と なっ て く る。 そ して史料 1 でみた よ う に、 こ う した地主
作徳米が新潟町な どで領主蔵米 と 一緒に取引 さ れ相場が立つ こ と を考える な ら ば、 新潟町な ど集散地
の商人の蔵、 領主の蔵 と の関係 も含めて考察する こ と で、 当地域の流通の構造を よ り 立体的に把握す
る こ と が今後の課題 と して浮かび上が っ て来る であろ う 。

おわ り に

本報告は蔵に関連 した史料を単にでき るだけ多 く 並べて検討を加え る と い う も のであ っ たが、 これ
だけでも 性格の異な る各種の蔵が相互に連携 しなが ら こ の地域の流通構造をかたちづく つ ていたあ り
さ ま を う かが う こ と が出来た。 さ ら に土蔵 と 板蔵の関係、 郷蔵の分布の差違な ど、 い く つかの興味深
い論点を見いだ した。 当地域では冬季の輸送困難 と い う 地域的条件が蔵のあ り かた と 密接に閉わって
いた と 思われるが、 こ の点を よ り 明確に位置づけて行 く ためには他地域 と の比較も重要であろ う 。 も
と よ り 「蔵ネ ッ ト ワ ーク 」 の視点に基づ く 研究は緒に就いたばか り であ り 、 今後今回の報告で得た諸
論点を糸 口 に しつつ、 冒頭で述べた 「具体的な流通の構造を空間的 ・ 時間的に明 ら かにする こ と 」 に
むけて、 研究を深めてい く 所存である。

( 1 ) 糸魚川市鬼舞伊藤家文書、 安政 3 年 (1856) 「相場」 、 拙稿 「越後巨大地主 と 流通市場」 原直
史 ・ 大橋 『 日 本海域歴史大系第五巻近世篇 叫 pl68)

( 2 ) 新潟大学付属図書館所蔵五十嵐家文書
( 3 ) 元和 2 「覚」 、 『新潟市史 資料編』 （以下 『市史』 と 略記） 2 、 二号史料
( 4 ) 未 「買 申村上御上米之事」 、 『新混県史 資料編 10 近世 5 』 第一章 50 号史料
( 5 ) 延宝 5 「覚」 、 『市史』 2 二0号史料
( 6 ) 元禄 10 「新潟江従諸方参候御蔵米井雑穀諸色大積 り 」 、 『市史』 2 一三0号史料
( 7 ) 与板藩牧野氏は元禄 2 年 (1689) に信州小諸に移 されてい る ので、 こ の記載は元禄 2 年以前の
状況であ る可能性も ある。
( 8 ) 文久 3 「一番 日 記」 、 『市史』 2 一三一号史料
( 9 ) 天保 14 「新潟市中風俗書」 、 『市史』 2 一五八号史料
( 1  0 )  『新潟市史 通史編 1 』 カ ラ ー ロ絵 （図 8 )
( 1  1 )  "昂市史 (1934 年版） 上巻』 所載 「戌年寄居御田地の内町蔵地に成候覚」 等
( 1  2 )  『新潟歴史双書 5 新潟の堀 と 橋』 （新潟市、 2001 年） 所載 「新潟町割図」 （図 5 )
( 1  3 )  『新潟市史 (1934 年版） 上巻』 所載 「享保五年八月 寄居村田畑地回図」
( 1  4 ) 年不詳 「年々 可相渡金銭井諸賃賄料等定覚控」 、 『市史』 2 三九号史料
( 1  5 ) 天保 14 「新潟湊仕来 り 凡申上候」 、 『市史』 2 三七号史料
( 1  6 ) 前掲註 （ 9 ) 史料
( 1  7 ) 享保 7 「 （新潟湊取決書） 」 、 『市史』 2 ーニ三号史料
( 1  8 )  「諸株取調書」 、 仰了史』 2 ーニ四号史料
( 1 9 ) 仮に 「 白 山蔵江町中」 が 「白 山蔵井町中」 の誤写等であ る と すれば、 白 山蔵お よ び町中か ら
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廻船の船繋ぎ場までの陸持と解釈できる。
( 2  0 ) 前掲註（9 ) 史料
( 2  1 ) 嘉永期 「仲 御番所勤仕録」、 『市史』 2 ーニ六号史料
( 2  2 ) 天保 1 1 「北越秘説」、 『市史』 2 四0号史料
( 2  3 )  『新潟市史 (1934 年版） 上巻』 所載写真 (p288-291)

( 2  4 ) 明治 21 「星霜雑記」、 『市史』 2 一 六0号史料
( 2  5 )  「 記事別集 」、 『市史』 2 一 六四号史料
( 2  6 )  「筆まかせ」、 『市史』 2 一 六五 号史料
( 2  7 ) 「新潟表 記録四」より安政 5 「 新潟町非常之節窮民為御救御 下ヶ穀之儀奉伺候書 付」 、 『市
史』 2 七 0号史料

( 2  8 ) こうした対比 の例は他の都市でも見られる。例えば長岡城下 の 「上 御蔵」 が描かれた延享元
年 (1744) 「柳原町・上寺町 ・ 上田町 ・ 裏一之T ・ 大工町居屋敷絵図」（ 『長岡市史双書22 長岡
の地図』 所載、長岡市、1992) では、 藩 の米蔵が茅葺 きないし板葺 きの板蔵と みら れる描かれ方で
あるのに対して、隣接 する町屋敷には瓦葺 きとみられる 「土蔵」が点在し、 対照的 である。

( 2  9 )  『 新潟市史 (1934 年版） 上巻』 所載卯五 月「覚 」
( 3  0 )  『 新潟市史 (1934 年版） 上巻』 所載「関屋村田 地変遷見取図」
( 3  1 ) 『市史』 2-— 六号史料
( 3  2 ) 以下天明9 (1989) 「 御蔵所由来記」、 『市史』 4 四0号史料
( 3  3 ) 寛政 3 (1791) 「蒲原両組御代官取扱、凶尋」、 『市史』 4 一 六号史料
( 3  4 ) 文久 4 「精算録」、 『市史』 4 三八号史料
( 3  5 )慶応 4、 ( 1868) 「申送書」 、 『市史』 4-0号史料
( 3  6 ) 享保 2 「亀貝村諸色書上帳」、 『市史』 4 四六号史料
( 3  7 ) 宝 暦6 (1756) 木戸新田村「宝暦年中之明細娠写 」、 『市史』 4 四 八号史料、 文政 12 (1829) 

北山新 田村「差出 明細暖」 、 『市史』 4 五六号史料
( 3  8 ) 村上領でも冬期 の川下げが全くなかっ たわけでは ない。 享保 14 年 ( 1729) 1 1 月 、村上領三
条組等 5 か組 の大庄屋が連印 で新潟町の蔵宿 と みられる商人に対し、 大坂 商人に渡 す米2 万俵余 の
川 下げが荒天で困難なので 、翌春雪消え次第に必ず川下げする旨 を約 した証文を差し出 した（ 『市
史』 2-—二号史料） 。この時は結局冬期の川下げが出来なかっ たのだが、 もともとは冬 期の川下
げを前提とした計画が立てら れていたのである。

( 3  9 ) 享保 16 「乍恐書付を以奉願候事」、市史 5 八一号史料
( 4  0 ) 弘化 4 (1847) 「御用留魯帳 」、 『市史』 5 三九号史料
( 4  1 )  『 新潟県史 資料編 10 近世 5 』 第五 章 12 号史料

付記 本稿は当 日 の討論等を踏まえ 、 口頭報告 の内容をさらに再構成 したものである。
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